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１．公文書管理簿について
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各実施機関は、簿冊等の分類、名称、保存期間、保存期間が満了する日、保存期間が満了したときの措
置の内容等を記載した公文書管理簿を作成し、一般の閲覧に供するとともに、公表する必要がある。
（尼崎市公文書の管理等に関する条例第7条）

➡対象年度の年度末時点で保有している簿冊等の現況でもって確定し、作成・公表するもの。

《※イメージ》



２．令和4年度公文書管理簿の現状

各実施機関が作成した令和4年度公文書管理簿は、令和4年度中に、市ホームページ等にて公表している。
（令和4年度第3回委員会にて報告）

➡令和4年度は、条例が施行された初年度であり、各実施機関において、「保存期間満了時の措置（移管又は廃
棄）の方針」の決定がなされていなかったものの、試行的に実施する取組みとして、半年分を先行して作成し公
表していた。（※令和4年度のみの取扱い）

《 公表している「令和4年度 公文書管理簿」の内容 》

● 令和4年度9月30日時点で保有している簿冊の現況
（対象期間：令和4年4月1日～令和4年9月30日）

● 保存期間満了時の措置の方針（移管又は廃棄）
の記載なし

➡令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間及び
「保存期間満了時の措置の方針」も含めた令和4年度公
文書管理簿は、改めて令和5年度に作成し公表すること
としていた。
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３．令和5年度に作成・公表する「令和4年度公文書管理簿」

令和4年度末時点で保有している簿冊の現況（対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）
※ 保存期間満了時の措置（移管又は廃棄）の方針を含む。
サンプルは資料3別紙のとおり

作成・公表
内容

公表
時期

令和5年度中に、市ホームページ等で公表する予定。

今後の
報告方法
（予定）

各実施機関で毎年度作成される公文書管理簿は、膨大な情報量であることから、全量について
は市ホームページ等に掲載することとしている。
公文書管理委員会には当該年度の公文書管理簿を公表する旨について報告するとともに、市
ホームページＵＲＬについてメール等にて情報提供を行う。
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